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⑴ 当社並びに子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制

① 「加藤グループ行動規範」及び「コンプライアンス規程」を定め、当社

並びに子会社のすべての取締役及び使用人は、法令・社会規範を遵守す

るとともに、取締役による職務執行の監督機能を維持・向上するため、

社外取締役を継続的に選任し、公正かつ適正に業務を執行する。

② 法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期是正を図るため、

内部者通報制度による「ホットライン」を設置するとともに、管理本部

長を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置し、関連部署と連

携してコンプライアンス体制の一層の整備・充実を図る。

③ コンプライアンスの推進については、経営理念、コンプライアンス方針

を当社並びに子会社のすべての取締役及び使用人に、社内会議並びに研

修を通じて周知徹底し、高い倫理観に基づいて誠実に行動する企業風土

を醸成する。

④ 内部監査室は、コンプライアンス体制の有効性を監視し、問題点を認め

たときは、取締役社長執行役員に対し改善を勧告する。

⑤ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の

関係を持たない。また、管理本部長を責任者として、企業防衛対策協議

会に加盟して情報の収集、研修に努めるとともに、暴力的な要求や不当

な要求に対しては警察等の外部関係機関と連携し組織的に対処する。

⑵ 財務報告に係る内部統制の体制

① 取締役社長執行役員は「財務報告に係る内部統制の基本方針」に従い、

財務報告の適正性を確保するための体制を整備する。

② 取締役社長執行役員は「内部統制規程」を定め、管理本部長を委員長と

した「内部統制委員会」を設置し、内部統制の中で発生した問題の対

応・解決に当たる。

内部統制システム（業務の適正確保体制）の整備に関する基本方針
　当社の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針（いわゆる「内部統制

システム構築の基本方針」）は、以下のとおりです。
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⑶ 当社並びに子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関す

る体制

① 当社並びに子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、

「文書取扱管理規程」「情報システム管理規程」に従い、文書及び電磁

的媒体に記録されたものを整理・保存するとともに、情報漏洩を防止す

る。

② 個人情報及び個人データに関しては、「特定個人情報取扱規程」「個人

情報保護管理規程」「個人情報及び個人データの管理に関する手引」の

遵守を徹底する。

⑷ 当社並びに子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 経営リスク管理体制として、営業本部長を委員長とした「危機管理委員

会」を常設し、関連部署は営業本部長とともにリスク管理体制を構築

し、重大な危機発生時には、取締役社長執行役員を本部長とした「対策

本部」を迅速に立ち上げ、事態の対応に当たる。

② 対策本部は、リスクのカテゴリー別に対応する責任部署を定め、リスク

管理の実効性を高めるための対策を策定し実施する。

③ 営業本部長は、想定されるリスクに対応する「リスク管理規程」を管理

し、指導する。

④ 危機管理委員会は、想定されるリスクの影響度を評価し、危機管理委員

会の組織体制の確立、危機対応マニュアルの整備を進めるとともに、定

期的な危機対応訓練によるリスク管理教育を実施する。

⑸ 当社並びに子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す

るための体制

① 当社の取締役の職務執行を決定するために、定例の取締役会を原則とし

て３ヶ月に１回以上開催し、重要事項については、取締役社長執行役員

主催の経営会議において執行方針を事前に協議したうえで、取締役会で

決議する。

② 当社並びに子会社の取締役の職務執行については、「取締役会規程」

「経営会議規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」「関係会社管理規

程」及び「稟議取扱規程」において責任と権限並びに執行手続きについ

て定め、業務の効率的運営及び責任体制を確立する。

③ 当社の取締役は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会

社の取締役が適正かつ効率的な運営に資するために、定例の会議を開催

して経営数値その他の重要な情報について定期的な経営報告を義務付

け、必要に応じて当社の取締役が助言や指導を行う。
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⑹ 当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための

体制

① 当社並びに子会社は、法令・社会規範を遵守するとともに、「加藤グル

ープ行動規範」に基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な業務に

努める体制を構築する。

② 当社並びに子会社のコンプライアンス体制は、当社広報・ＣＳＲ推進部

を事務局とし、管理本部長が統括管理する。

③ 当社並びに子会社のリスク管理体制は、当社社長室を事務局とし、営業

本部長が統括管理する。

④ 当社並びに子会社の監査については、当社の内部監査室が「監査規程」

に基づき実施する。

⑤ 子会社の経営については、「関係会社管理規程」に基づき、重要な事項

については事前に協議し、経営内容を的確に把握するために、「重要な

報告事項」を定め定期的に報告を求める。

⑺ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使

用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 監査役は、必要に応じて取締役社長執行役員と協議のうえ、職務を補助

すべき使用人として内部監査室員を指名し、監査業務に必要な事項を命

令することができる。

② 指名期間中の当該使用人に対する指揮権は監査役に移譲され、その命令

に関して取締役の指揮命令は受けないものとする。

⑻ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報

告に関する体制

① 当社の取締役及び使用人又は子会社の取締役及び使用人は、会社の目的

外の行為その他法令・定款に違反する行為、会社に著しい損害を招く恐

れがある事実、会社の業務に著しく不当な事実、その他監査役会に報告

すべきものと定めた事項について、監査役に報告する。また、上記にか

かわらず、監査役はいつでも必要に応じて当社の取締役及び使用人又は

子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。

② 当社の監査役へ報告を行った当社並びに子会社の取締役及び監査役並び

に使用人に対し、報告したことを理由にして不利な取扱いを行うことを

禁止し、それを当社並びに子会社の取締役及び監査役並びに使用人に周

知徹底する。
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③ 当社の監査役は、取締役の意思決定に関し善管注意義務・忠実義務等の

履行状況を監視・検証するために、取締役会、経営会議その他重要会議

に出席し、必要があると認められるときは、当社並びに子会社の取締役

及び監査役並びに使用人に説明を求めるとともに、意見を述べる。

④ 当社の監査役は、必要に応じて代表取締役と意見を交換する。

⑼ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、情報収集のための権限を確保し、独任性を尊重しつつ効率的

に職務を実行するとともに、子会社の監査役、内部監査室及び会計監査

人と常に緊密に連携し情報交換を行い、相互補完、相互牽制を図りなが

ら監査の実効性を高める。

② 監査役は、監査の実施にあたり必要な場合には、弁護士、公認会計士等

の専門家を活用する。

③ 監査役がその職務執行により生ずる費用又は債務について、前払い等の

請求をしてきたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費

用が職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに費用

又は債務を処理する。
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内部統制システム（業務の適正確保体制）の運用状況の概要

　当社の取締役会は、取締役８名（うち、社外取締役３名）で構成されており、経

営に関する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と取締役の責任の

明確化を図るための執行役員制度を採用することで、環境の変化に即応することが

できる経営体制を構築しております。

　取締役会には取締役及び監査役３名（うち、社外監査役２名）が出席して、各業

務執行取締役から業務執行状況の報告が行われるとともに、重要事項の審議・決議

を行っております。議場において社外取締役は、独立した立場から決議に加わると

ともに、経営の監視・監督を行っており、各監査役についても同様に経営の監査を

行っております。

　当社では、コンプライアンス担当取締役である管理本部長を委員長とするコンプ

ライアンス委員会が、関連部署と連携して法令等遵守の強化を図っております。さ

らに、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵

守並びに資産の保全を図るため、管理本部長を委員長とする内部統制委員会を設置

し、その設備・運用状況をチェックし、内部統制を推進しております。また、評価

方法の適時見直しを行い、内部統制システムの質的向上を図っております。自然災

害や食品事故等の経営リスク管理については、営業本部長を委員長とする危機管理

委員会にて体制の整備・運用状況を確認しております。

　常勤監査役は取締役会のほか、経営会議等の社内重要会議に出席し、重要書類を

随時確認するとともに、取締役から業務執行の状況について直接聴取を行い、業務

執行の状況に関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備しております。

また、「コンプライアンス」「内部統制」「危機管理」それぞれの課題について３

つの委員会から報告を受けるとともに、社外取締役に独立した立場から意見をもら

うことで、経営監視機能の強化及び向上を図っております。さらに、当社グループ

の監査役、内部監査室及び会計監査人と常に緊密に連携し、定期的に情報交換を行

うことで、監査の実効性の向上を図っております。
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株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

当連結会計年度期首残高 5,934 8,426 127,354 △12,954 128,760

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △4,206 △4,206

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

13,228 13,228

自 己 株 式 の 取 得 △1,998 △1,998

自 己 株 式 の 処 分 3 8 11

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当連結会計年度変動額合計 － 3 9,022 △1,990 7,035

当連結会計年度末残高 5,934 8,429 136,376 △14,944 135,795

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非 支 配
株主持分

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為替換算
調整勘定

退 職 給 付
に 係 る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

当連結会計年度期首残高 22,389 △0 3,831 770 26,991 7,141 162,893

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △4,206

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

13,228

自 己 株 式 の 取 得 △1,998

自 己 株 式 の 処 分 11

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

5,520 1 △434 1,145 6,233 851 7,085

当連結会計年度変動額合計 5,520 1 △434 1,145 6,233 851 14,120

当連結会計年度末残高 27,910 0 3,396 1,916 33,224 7,993 177,013

連結株主資本等変動計算書（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連　結　注　記　表

〔連結計算書類作成のための基本となる重要な事項〕

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の状況

連結子会社の数 30社

主要な連結子会社の名称 ケイ低温フーズ㈱

三陽物産㈱

(2) 非連結子会社の状況

主要な非連結子会社の名称 Kato Sangyo Vietnam Co.,Ltd.

連結の範囲から除いた理由 非連結子会社16社は、いずれも小規模会社であり、合計の

総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に

重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

持分法適用の非連結子会社数 ４社

持分法適用の関連会社数 １社

　非連結子会社（Kato Sangyo Vietnam Co.,Ltd.他３社）及び関連会社（深圳華新創展商貿有

限公司）に持分法を適用しております。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

　非連結子会社（㈱マンナフレッシュサービス他11社）は、重要性がないため持分法の適用範

囲から除いております。

(3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、連結決算上重要な影

響を与えないため、当該会社の事業年度に係る決算数値を基準として持分損益計算を行ってお

ります。
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①　有形固定資産………………定率法

（リース資産を除く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び

構築物については、定額法によっております。

なお、在外連結子会社の有形固定資産については定額法によっ

ております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物及び構築物　10年～45年

②　無形固定資産………………定額法

（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づいております。また、顧客関連資産に

ついては10年で償却しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、三陽物産㈱の決算日は12月31日、Naspac Marketing Pte.Ltd.、Naspac 

Property Pte.Ltd.、Toan Gia Hiep Phuoc Trading Co.,Ltd.、Lein Hing Holdings Sdn.Bhd.他

４社、Merison (M) Sdn.Bhd.他２社、Song Ma Retail Co.,Ltd.他１社、Kato Sangyo Malaysia 

Sdn.Bhd.、Nam Khai Phu Service Trading Production Co.,Ltd.及びTeo Soon Seng Pte.Ltd.他

２社の決算日は６月30日であり、当社の連結決算日と異なっております。連結計算書類の作成に

あたっては、三陽物産㈱は2025年６月30日を決算日とみなした仮決算に基づく決算数値を使用

し、Naspac Marketing Pte.Ltd.、Naspac Property Pte.Ltd.、Toan Gia Hiep Phuoc Trading 

Co.,Ltd.、Lein Hing Holdings Sdn.Bhd.他４社、Merison (M) Sdn.Bhd.他２社、Song Ma 

Retail Co.,Ltd.他１社、Kato Sangyo Malaysia Sdn.Bhd.、Nam Khai Phu Service Trading 

Production Co.,Ltd.及びTeo Soon Seng Pte.Ltd.他２社は同決算日現在の計算書類を使用して

おります。

　なお、当連結会計年度において、Nam Khai Phu Service Trading Production Co.,Ltd.の決算

日を12月31日から６月30日に変更しております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券………償却原価法（定額法）

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの…時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

市場価格のない株式等…移動平均法による原価法

②　デリバティブ………………時価法

③　棚卸資産

商品…………………………主として先入先出法による原価法（収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）

製品・仕掛品・原材料・貯蔵品…総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
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③　リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

④　投資不動産…………………定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び

構築物については、定額法によっております。また、一部の連

結子会社は、1998年３月31日以前に取得した一部の資産につい

て定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　10年～45年

機械装置及び運搬具　17年

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金…………………債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金…………………従業員の賞与金支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年

度負担額を計上しております。

③　役員賞与引当金……………役員の賞与金支給に備えるため、役員賞与支給見込額を計上し

ております。

④　役員退職慰労引当金………役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年

度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準に

よっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

しております。

③　小規模企業等における簡便法の採用

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算

に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とす

る方法を用いた簡便法を適用しております。
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(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行

義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点並びに収益を認識する通常の時点は以下

のとおりであります。

当社グループの主たる事業である食品卸売業は、インスタント等の物品販売及び物流受託

等の役務提供を行っております。物品販売に伴う収益の履行義務の充足のタイミングは、商

品を顧客が指定する物流センターや店舗に納品した時点であると判断しており、当該時点で

収益を認識しております。ただし、一部については、当該納品が概ね出荷の当日又は翌日に

なることから、商品を当社グループの物流センターや仕入先から出荷した時点で収益を認識

しております。また、役務提供に伴う収益の履行義務の充足のタイミングは、物流業務等の

役務提供の完了時点で収益を認識しております。

なお、商品の販売のうち、約束の履行に対する主たる責任、在庫リスク、取引価格の裁量

権の有無等を考慮し、他の当事者により商品が提供されるように手配することが当社グルー

プの役割であると判断した取引は代理人取引に該当するものとして、得意先から受け取る対

価の額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

在外子会社等の資産及び負債は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定

及び非支配株主持分に含めております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法…………繰延ヘッジ処理

また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充た

している場合には振当処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。

ヘッジ手段……………為替予約

ヘッジ対象……………外貨建債権債務及び外貨建予定取引

③　ヘッジ方針…………………「デリバティブ取引管理規程」に基づき、為替変動リスクをヘ

ッジしております。

④　ヘッジ有効性評価の方法…為替変動リスクのヘッジについて、ヘッジ手段とヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継

続して、為替の相場変動を完全に相殺するものと見込まれるた

め、ヘッジの有効性の評価は省略しております。

(8) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行って

おります。
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１．有形固定資産の減価償却累計額 47,735百万円

投資不動産の減価償却累計額 2,892百万円

２．担保に供している資産 現金及び預金 138百万円

売掛金

建物及び構築物

土地

投資有価証券（株式）

差入保証金

投資不動産

74百万円

136百万円

244百万円

1,477百万円

73百万円

955百万円

計 3,099百万円

上記に対応する債務 支払手形及び買掛金 22,561百万円

短期借入金 124百万円

１年内返済予定の長期借入金 22百万円

長期借入金 5百万円

計 22,714百万円

深圳華新創展商貿有限公司 391百万円

〔会計方針の変更に関する注記〕

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以

下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会

計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第

65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更によ

る連結計算書類への影響はありません。

　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の

連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会

計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度につ

いては遡及適用後の連結計算書類となっております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連

結会計年度の連結貸借対照表において、「繰延税金負債」が42百万円減少し、「利益剰余金」が同

額増加しております。

〔連結貸借対照表注記〕

３．保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。
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（単位：千株）

当連結会計年度期首
株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発 行 済 株 式

普 通 株 式 35,000 ― ― 35,000

合 計 35,000 ― ― 35,000

自 己 株 式

普 通 株 式
（注）１・２

3,844 356 2 4,199

合 計 3,844 356 2 4,199

決　議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2024年12月20日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 2,025 （注）65.00 2024年９月30日 2024年12月23日

2025年５月９日
取 締 役 会

普 通 株 式 2,181 70.00 2025年３月31日 2025年６月３日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2025年12月19日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 2,156 70.00
2025年
９月30日

2025年
12月22日

〔連結株主資本等変動計算書注記〕

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加356千株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得

による増加356千株、単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。

２　普通株式の自己株式の株式数の減少２千株は、自己株式の処分による減少であります。

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（注）１株当たり配当額には、特別配当３円を含んでおります。
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繰延税金資産

賞与引当金 490百万円

未払事業税 170百万円

貸倒引当金 212百万円

退職給付に係る負債 1,627百万円

役員退職慰労引当金 87百万円

その他 2,350百万円

繰延税金資産小計 4,940百万円

評価性引当額 △1,764百万円

繰延税金資産合計 3,175百万円

繰延税金負債

退職給付に係る資産 △1,695百万円

固定資産圧縮積立金 △381百万円

その他有価証券評価差額金 △13,103百万円

その他 △320百万円

繰延税金負債合計 △15,501百万円

繰延税金負債の純額 △12,325百万円

〔税効果会計注記〕

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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〔金融商品に関する注記〕

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達に

ついては、基本的に内部留保資金で賄っておりますが、一部を銀行借入により調達しており

ます。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引

は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形、売掛金及びリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されてお

ります。有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引先企業の株式であ

り、市場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期日でありま

す。短期借入金は営業取引に係る資金調達であり、ファイナンス・リース取引に係るリース

債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。

　デリバティブ取引は、輸入取引等の為替相場の変動リスク軽減のための為替予約取引（主

として包括契約）を行っております。なお、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針及びヘッ

ジの有効性の評価方法等については、前述の連結計算書類作成のための基本となる重要な事

項「４．会計方針に関する事項（7）重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、「信用取引管理規程」に従い、営業債権について取引先ごとの期日管理及び残

高管理を行うとともに、取引先の信用状況を随時に把握し、財務状況の悪化等による回収

懸念の早期把握や軽減を図っております。また、連結子会社においても、当社の規程に準

じて同様の管理を行っております。

　満期保有目的の債券は、「有価証券及び資金運用規程」に従い、格付けの高い債券のみ

を対象としているため、信用リスクは僅少であります。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状

況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との

関係を勘案して保有状況を定期的に見直しております。

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額を定めた社内ルー

ルに従い、為替予約取引については輸入部門が執行し、経理部門が管理を行っておりま

す。また、取引結果については、管理部門担当取締役経由で代表取締役社長執行役員へ報

告を行っております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社は各部署からの報告に基づき、経理部門が資金計画表を作成・更新するとともに、

手元流動性の維持等により、流動性リスクを管理しております。また、連結子会社におい

ても、同様の管理を行っております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるた

め、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

（百万円） （百万円） （百万円）

有価証券及び投資有価証券

① 満期保有目的の債券 2,908 2,853 △54

② その他有価証券 58,268 58,268 －

資産計 61,176 61,121 △54

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式・関係会社株式 5,800

投資事業有限責任組合出資 827

１年以内

（百万円）

１年超

５年以内

（百万円）

５年超

10年以内

（百万円）

10年超

（百万円）

現金及び預金 71,258 － － －

売掛金 175,691 － － －

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券

(1)債券（社債） － － － －

(2)その他 1,000 1,900 － －

その他有価証券のうち満期があるもの

(1)債券（社債） － － － －

(2)その他 － 500 500 －

合計 247,950 2,400 500 －

２．金融商品の時価等に関する事項

　2025年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。また、重要性の乏しい科目については、記載を省略しております。

（※１）現金及び預金については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳

簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（※２）売掛金、支払手形及び買掛金、未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

るものであることから、記載を省略しております。

（※３）市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該

金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（注）金銭債権、満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

株式 55,778 － － 55,778

その他 － 2,489 － 2,489

資産計 55,778 2,489 － 58,268

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

満期保有目的の債券

その他 － 2,853 － 2,853

資産計 － 2,853 － 2,853

３．金融商品の時価等のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により

算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以

外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を

分類しております。

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているた

め、 その時価をレベル１に分類しております。一方で、当社が保有しているその他債券は、

取引金融機関から提示された価格によっており、活発な市場における相場価格とは認められな

いため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

〔賃貸等不動産に関する注記〕

　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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（単位：百万円）

報告セグメント
その他

（注） 合計
常温流通

事業

低温流通

事業

酒類流通

事業
海外事業 計

物品販売 716,924 113,395 252,702 95,746 1,178,768 － 1,178,768

役務提供 24,161 4,442 1,956 － 30,560 4,741 35,302

顧客との契約から

生じる収益
741,085 117,837 254,659 95,746 1,209,329 4,741 1,214,071

その他の収益 175 － － － 175 18 193

外部顧客への営業

収益
741,260 117,837 254,659 95,746 1,209,504 4,760 1,214,265

〔収益認識に関する注記〕

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に物流事業で

あります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

当社及び連結子会社では、食品卸売業において、ゼネラル・マーチャンダイズ・ストアやスーパ

ーマーケット等の得意先に対して、インスタント（缶詰・レトルト含む）や飲料、調味料等の商品

を販売しております。

当社グループの主たる事業である食品卸売業は、インスタント等の物品販売及び物流受託等の役

務提供を行っております。物品販売に伴う収益の履行義務の充足のタイミングは、商品を顧客が指

定する物流センターや店舗に納品した時点であると判断しており、当該時点で収益を認識しており

ます。ただし、一部については、当該納品が概ね出荷の当日又は翌日になることから、商品を当社

グループの物流センターや仕入先から出荷した時点で収益を認識しております。また、役務提供に

伴う収益の履行義務の充足のタイミングは、物流業務等の役務提供の完了時点で収益を認識してお

ります。当該収益は、顧客との契約から受け取る対価から値引きやリベート及び運搬費等の一部を

控除した金額で認識しております。

また、顧客との契約から受け取る対価は、履行義務の充足後、概ね２ヶ月以内に受領しており、

重大な金融要素を含んでおりません。

なお、商品の販売のうち、約束の履行に対する主たる責任、在庫リスク、取引価格の裁量権の有

無等を考慮し、他の当事者により商品が提供されるように手配することが当社グループの役割であ

ると判断した取引は代理人取引に該当するものとして、得意先から受け取る対価の額から仕入先に

支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
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１．１株当たり純資産額 5,487円49銭

２．１株当たり当期純利益 425円71銭

親会社株主に帰属する当期純利益 13,228百万円

普通株主に帰属しない金額 ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 13,228百万円

普通株式の期中平均株式数 31,074千株

〔１株当たり情報注記〕

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎

〔重要な後発事象注記〕

該当事項はありません。
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株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金
その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利 益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計固 定 資 産

圧縮積立金
別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 首 残 高 5,934 8,806 － 8,806 889 850 105,500 9,738 116,977

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 △20 20 －

剰 余 金 の 配 当 △4,206 △4,206

当 期 純 利 益 12,050 12,050

自己株式の取得

自己株式の処分 3 3

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － 3 3 － △20 － 7,864 7,844

当 期 末 残 高 5,934 8,806 3 8,809 889 829 105,500 17,603 124,822

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計
自 己 株 式

株 主 資 本

合 計

そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金

繰延ヘッジ

損 益

評価・換算

差額等合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 首 残 高 △12,954 118,763 21,314 △0 21,313 140,077

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰 余 金 の 配 当 △4,206 △4,206

当 期 純 利 益 12,050 12,050

自己株式の取得 △1,998 △1,998 △1,998

自己株式の処分 8 11 11

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

5,133 1 5,134 5,134

当 期 変 動 額 合 計 △1,990 5,857 5,133 1 5,134 10,992

当 期 末 残 高 △14,944 124,620 26,448 0 26,448 151,069

株主資本等変動計算書（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1) 満期保有目的の債券…………償却原価法（定額法）

(2) 子会社株式及び関連会社株式 ……移動平均法による原価法

(1) 有形固定資産…………………定率法

（リース資産を除く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び

構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物及び構築物　10年～45年

(2) 無形固定資産…………………定額法

（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づいております。

個　別　注　記　表
〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

１. 有価証券の評価基準及び評価方法

(3) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの……時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

市場価格のない株式等……移動平均法による原価法

２. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ……………………時価法

３. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品……………………………先入先出法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）

(2) 製品・仕掛品・原材料・貯蔵品 ……総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）

４. 固定資産の減価償却の方法

(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(4) 投資不動産……………………定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び

構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　10年～45年

機械及び装置　17年
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５. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金……………………債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金……………………従業員の賞与金支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負

担額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金………………役員の賞与金支給に備えるため、役員賞与支給見込額を計上し

ております。

(4) 退職給付引当金………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末

までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ

ております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており

ます。

６. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点並びに収益を認識する通常の時点は以下のとおりでありま

す。

当社の主たる事業である食品卸売業は、インスタント等の物品販売及び物流受託等の役務提

供を行っております。物品販売に伴う収益の履行義務の充足のタイミングは、商品を顧客が指

定する物流センターや店舗に納品した時点であると判断しており、当該時点で収益を認識して

おります。ただし、一部については、当該納品が概ね出荷の当日又は翌日になることから、商

品を当社の物流センターや仕入先から出荷した時点で収益を認識しております。また、役務提

供に伴う収益の履行義務の充足のタイミングは、物流業務等の役務提供の完了時点で収益を認

識しております。

なお、商品の販売のうち、約束の履行に対する主たる責任、在庫リスク、取引価格の裁量権

の有無等を考慮し、他の当事者により商品が提供されるように手配することが当社の役割であ

ると判断した取引は代理人取引に該当するものとして、得意先から受け取る対価の額から仕入

先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
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７. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) ヘッジ会計の処理

① ヘッジ会計の方法…………繰延ヘッジ処理

また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充た

している場合には振当処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象…ヘッジ手段：為替予約

ヘッジ対象：外貨建債権債務及び外貨建予定取引

③ ヘッジ方針…………………「デリバティブ取引管理規程」に基づき、為替変動リスクをヘ

ッジしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法…為替変動リスクのヘッジについて、ヘッジ手段とヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継

続して、為替の相場変動を完全に相殺するものと見込まれるた

め、ヘッジの有効性の評価は省略しております。

(2) 退職給付に係る会計処理……退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理

の方法は、連結計算書類における会計処理の方法と異なってお

ります。

〔会計方針の変更に関する注記〕

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以

下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会

計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第

65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更によ

る計算書類への影響はありません。
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１. 有形固定資産の減価償却累計額 33,490百万円

投資不動産の減価償却累計額 1,854百万円

２. 関係会社に対する短期金銭債権 3,302百万円

３. 関係会社に対する長期金銭債権 405百万円

４. 関係会社に対する短期金銭債務 13,956百万円

５. 関係会社に対する長期金銭債務 345百万円

６. 担保に供している資産 投資有価証券（株式） 870百万円

上記に対応する債務 買掛金 2,203百万円

７. 保証債務

Merison (M) Sdn.Bhd. 2,078百万円

Lein Hing Holdings Sdn.Bhd. 1,165百万円

深圳華新創展商貿有限公司 391百万円

Song Ma Retail Co.,Ltd. 285百万円

計 3,921百万円

ヤタニ酒販㈱ 2,830百万円

㈱植嶋 44百万円

ケイ低温フーズ㈱ 10百万円

三陽物産㈱ 10百万円

計 2,894百万円

関係会社との取引高 営業収益 845百万円

営業原価 9,567百万円

営業取引以外の取引高 558百万円

〔貸借対照表注記〕

(1）下記の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

(2）下記の仕入債務に対して保証を行っております。

〔損益計算書注記〕
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（単位：千株）

当事業年度期首
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式（注） 3,844 356 2 4,199

合 計 3,844 356 2 4,199

繰延税金資産

賞与引当金 351百万円

未払事業税 117百万円

貸倒引当金 306百万円

退職給付引当金 1,237百万円

その他 1,370百万円

繰延税金資産小計 3,383百万円

評価性引当額 △1,217百万円

繰延税金資産合計 2,165百万円

繰延税金負債

前払年金費用 △930百万円

固定資産圧縮積立金 △381百万円

その他有価証券評価差額金 △12,070百万円

その他 △51百万円

繰延税金負債合計 △13,433百万円

繰延税金負債の純額 △11,268百万円

〔株主資本等変動計算書注記〕

自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加356千株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得

による増加356千株、単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。

２　普通株式の自己株式の株式数の減少２千株は、自己株式の処分による減少であります。

〔税効果会計注記〕

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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子会社及び関連会社等

種類
会社等の

名称
事業の
内容

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との
関係

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

子会社
ケイ低温
フーズ㈱

低温食品
卸売業

直接
61.25%

商品の販売及び仕入
建物、土地の賃貸
仕入債務の保証
余剰資金の預り

余剰資金
の預り
（注１）

7,314
（注２）

預り金 9,123

子会社
ヤタニ
酒販㈱

酒類・
食品
卸売業

直接
100.00%

商品の販売及び仕入
建物、土地の賃貸
仕入債務の保証
余剰資金の預り

債務保証
（注３）

2,830 ─ ─

１. １株当たり純資産額 4,904円70銭

２. １株当たり当期純利益 387円80銭

〔関連当事者との取引に関する注記〕

（注）１．余剰資金の預りについては、市場金利を勘案して利率を決定しております。

２．取引金額は、期中平均残高を記載しております。

３．仕入債務について債務保証を行っているものであります。なお、保証料の受取及び担保

の徴収は行っておりません。

〔収益認識に関する注記〕

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表〔収益認識に

関する注記〕」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

〔１株当たり情報注記〕

〔重要な後発事象注記〕

該当事項はありません。
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